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新居浜市における将来人口の推計

本市では、今後も少子高齢化が進行し、また総人口は、2010年の121,735人から、
2045年には19.1％減の98,473人まで減少する見込みです。特に年少人口にいたっては、
2010年の16,556人から、2045年には28.5％減の11,841人まで減少する見込みと
なっています。
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児童生徒数と学級数の推移

小学校の児童数及び通常学級数は、年々減少傾向にありますが、特別支援学級の数は、
増加傾向にあります。
小学校の児童数について、2022年は6,000人を割り込んでおり、今後も、児童数及び

通常学級数は、減少することが予想されます。
中学校の生徒数及び通常学級数も、年々減少傾向にありますが、ここ数年は微増となっ

ています。特別支援学級の数については増加傾向にあります。しかし、小学校の児童数の
推移から、生徒数及び学級数は今後益々減少していくことが予想されます
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児童生徒数の将来的な見込み

※児童生徒数の将来推計については、国立社会保障・人口問題研究所が公表した「市区町村別将来人口推計（平成30年推計）」を基に推計している。

児童生徒数について、2030年度には8,300人程度に、さらに2045年度には7,200人
程度になると見込まれ、2020年度と比較すると2,000人減少する見込みとなっています。
これは、現在の児童生徒数と比べると、約22％減少することになります。
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○望ましい学校規模

区 分 学 級 数

小学校 １学年２学級以上（１２学級以上）

中学校 １学年４学級以上（１２学級以上）

○望ましい学級規模※

区 分 １学級当たりの児童・生徒数

小学校 ３０人程度

中学校 ３０人程度

○望ましい適正配置の基準

区 分 通学距離 通学時間

小学校 概ね３㎞以内 概ね１時間以内

中学校 概ね６㎞以内 概ね１時間以内

本市の規模適正化検討基準

区 分 学級数

小学校 全学年でクラス替えができない

中学校 全学年が２学級以下

規模適正化の実施順位の考え方

優先度 教育指導上の観点 学校施設上の観点

高い

低い

・複式学級の発生
・学校規模

小さい

大きい

・施設老朽化による
更新（建替）必要性

高い

低い

適正規模・適正配置に関する基本的な考え方

※現行法では、小学校は１クラス35人（令和7年度から全学年で）、中学校は１クラス40人で学級編制を行うこととなっている。

学校規模の適正化を図る上では、第一に学校の果たす役割を再確認する必要があります。
義務教育段階の学校は、児童生徒の能力を伸ばしつつ、社会的自立の基礎、国家・社会の形成者としての基本
的資質を養うことを目的としています。このため、学校では、単に教科等の知識や技能を習得させるだけでは
なく、児童生徒が集団の中で、多様な考えに触れ、認め合い、協力し合い、切磋琢磨することを通じて思考力
や表現力、判断力、問題解決能力などを育み、社会性や規範意識を身に付けさせることが重要になります。そ
うした教育を十分に行うためには、一定の規模の児童生徒集団が確保されていることや、経験年数、専門性、
男女比等についてバランスのとれた教職員集団が配置されていることが望ましいものと考えられます。このよ
うなことから、一定の学校規模を確保することが重要となります。
このことを踏まえ、本市における学校の適正規模・適正配置の基準を次のとおりとします。
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学校規模の適正化を図るための具体的な手法として、「通学区域の見直し」と「学校
の統廃合」が挙げられますが、通学区域の見直しだけでは将来的に安定した規模を確保す
ることが困難となることが予想されるため、統廃合を軸として考えていく必要があります。
また、学校再編の検討をするうえでは、「新居浜市公共施設再編計画」との整合性も必要
となってきます。

なお、地域の実情等により統廃合が困難な場合、若しくは統廃合よりも効果が得られる
と判断される場合は、小中一貫教育の導入や他施設との複合化について検討したり、特色
ある教育の実践や、ＩＣＴ機器を活用した遠隔授業の実施など、小規模校ならではのメ
リットを生かした特色ある学校として存続させることについても検討します。

幸い、本市においては全学校でコミュニティ・スクールが導入されていることから、こ
の制度を活かし、教育理念や教育活動の共有化、関係促進を図り、学校規模適正化の検討
を機に、地域とともに育つ特色ある学校づくりを、より推進していく必要があります。

学校規模適正化を図る手法
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地理的要因や地域の事情により統廃合によって規模適正化を進めることが困難な場合や、
小規模校を存続させることが必要な場合は、小規模校のデメリットを最小化し、メリットを
最大化する方策を講じる必要があります。

○小規模校のメリットを最大化する方策
教育の機会均等を確保する観点から、小規模であることのメリットを最大限に生かし、き

め細やかな指導や繰り返し指導の徹底など、少人数を活かした指導の充実を行ったり、校区
の豊かな自然・文化・伝統・産業資源等を最大限に生かし、地域のニーズを踏まえた体験
的・問題解決的な活動を積極的に取り入れた特別なカリキュラムを編成したり、各種団体な
どの協力を得て、教育課程外又は社会教育の枠組みの中で得られた成果を学校教育活動に還
流させるといった取組も考えられます。

○小規模校のデメリットを解消・緩和する方策
教育の機会均等を確保する観点から、小規模校であることのデメリットを解消したり、緩

和したりする方策を講じることが極めて重要になってきます。
小規模校で不足しがちな社会性を涵養する機会や多様な意見に触れる機会を確保したり、

様々な体験を積ませたりする必要があります。
また、小規模校は同学年や学級内の児童生徒数が少ないために、切磋琢磨する環境を作り

にくいという課題が指摘されており、こうした環境の下で、児童生徒に適度な競い合いの気
持ちや向上心を育むためには、意図的な取組を積極的に行う必要があります。

小規模校を充実させる場合の教育の充実
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規模適正化・適正配置の進め方

①基本計画に基づいた合意形成
教育委員会 ⇔ 保護者・地域住民等

②個別計画（案）の作成
合意やニーズに基づき教育委員会で作成

③個別計画（案）に対する合意形成
教育委員会 ⇔ 保護者・地域住民等

④規模適正化・適正配置の実施
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学校規模適正化を進める上で留意すべき事項

１ 関係者の理解・協力・合意形成を図る。

２ 学校統合の場合の児童・生徒の環境変化への対応を行う。

３ 通学時間、距離が長くなることに対する対応を行う。

４ 地域のコミュニティの核としての性格へ配慮する。

５ 学校と地域との関係を維持する。

６ 「新居浜市公共施設再編計画」などの関連計画との整合性を図る。

７ 学校の統廃合に伴う跡地の活用について検討する。
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地区ごとの規模適正化基本計画（案）

川西地区【小学校】

新居浜小学校、宮西小学校については令和４年度現在で既に全学年でクラス替えができ

ない状況で、適正化検討の基準になっていることから、統廃合や他施設との複合化、小中
一貫教育の導入について検討します。
その他の学校については将来的に適正規模となっていますが、施設の更新時期にあわせ

て、規模の縮小や他施設との複合化を検討します。

規模適正化検討基準以下
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地区ごとの規模適正化基本計画（案）

川西地区【中学校】

西中学校、北中学校については令和４年度現在で既に各学年２学級の状況で、適正化検
討の基準になっていることから、統廃合や他施設との複合化、小中一貫教育の導入につい
て検討します。特に北中学校については、令和17年度には全ての学年でクラス替えが出来
ない状況が見込まれることから、早急に検討を行う必要があります。

規模適正化検討基準以下
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地区ごとの規模適正化基本計画（案）

川東地区【小学校】

浮島小学校と多喜浜小学校については、令和４年度現在で既に適正化検討の基準に
なっており、垣生小学校についても、令和22年度には適正化の検討基準となる見込みのた
め、統廃合や他施設との複合化を検討します。なお、多喜浜小学校については、地理的要
因から神郷小学校への統合が困難であることから、他施設との複合化を行い、小規模校な
らではのメリットを生かした特色ある学校として存続させることについても検討を行う必
要があります。
その他の学校については将来的に適正規模となっていますが、施設の更新時期にあわせ

て、規模の縮小や他施設との複合化を検討します。

規模適正化検討基準以下
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地区ごとの規模適正化基本計画（案）

川東地区【中学校】

東中学校は小規模校となっていますが、将来的に適正規模となる見込みです。川東中学
校についても適正規模となっており、現状のままで問題がないと思われますが、浮島校区
における中学校区の見直しを検討する必要があります。また、施設の更新時期にあわせて
規模の縮小や他施設との複合化を検討します。
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地区ごとの規模適正化基本計画（案）

上部地区【小学校】

大生院小学校について、令和22年度には全ての学年で１学級となる見込みで、児童数も
年々減少傾向にありますが、地理的要因から中萩小学校への統合が困難であることから、
隣接する大生院中学校との小中一貫教育の導入を検討します。また、施設の更新時期に合
わせて、大生院小学校、大生院中学校、大生院公民館、大生院保育園を１つにまとめて複
合化を検討します。
（地理的に隣接校との統合が困難な別子小学校は規模適正化検討対象から除く）

規模適正化検討基準以下
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地区ごとの規模適正化基本計画（案）

上部地区【中学校】

大生院中学校と船木中学校については令和４年度で既に適正化検討の基準となっており、
泉川中学校も令和17年度には適正化検討の基準となる見込みですが、合併前の町村単位で
小学校、中学校が配置されていることから、それぞれ地域性に配慮して小学校との小中一
貫教育の導入や、施設の更新時期にあわせて、規模の縮小や他施設との複合化を検討しま
す。特に大生院中学校については、令和７年度には全学年でクラス替えが出来ない状況が
見込まれることから、隣接する大生院小学校との小中一貫教育の導入について、早急に検
討する必要があります。
（地域外から生徒を受け入れ、寄宿舎も整備して特色ある学校運営を行っている別子中学
校を除く）

規模適正化検討基準以下
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